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史料紹介

■「すごろく」でたどる明治期の日本
さいころを振ってコマを進め、上がりを目指す「す

ごろく」は、かつて子供たちの遊びの定番でした。
色鮮やかに印刷されたものも多く、見るからに楽し
げです。ゴールには子供たちの夢やあこがれとなる
ものが描かれ、取り上げられた内容は作成された
時代をよく反映しています。当館所蔵の「明治双六」

（河崎家文書1373）を紹介しましょう。
このすごろくでは、明治元年（1868）の王政復

古を振り出しに、1年ずつコマを進め、明治36年の
第５回内国勧業博覧会を目指します。各年毎にそ
の年を象徴する出来事や文物が描かれており、当
時の人々が明治期の日本の歩みをどのように捉え、
感じていたかを見て取ることができます。途中に何
度かある「休み」の回には、明治29年の三陸大
津波など自然災害や大事件などの年があてられてい
ます。

明治35年11月に大阪で発行され、また、上がり
が明治36年の内国勧業博覧会となっていることか
ら、大阪市天王寺で開かれた第５回内国勧業博覧
会に合わせて作成されたと考えられます。

この博覧会は、様 な々パビリオンでの展示に加え
て、「ウォーターシュート（大すべり台）」やエレベー
ター付きのタワー、夜間 のイルミネーションなどエ
ンターテインメントが充実していたため、入場者が
過去最高の435 万人余りに達する大博覧会となりま
した。

明治時代、日本は殖産興業・富国強兵をスローガンに、近代化を強力に推し進めていきます。そうし
た明治期の日本の姿をすごろくに見立て、その一つの到達点としての「内国勧業博覧」＝「上がり」にい
たる足取りを視覚的に描いたのがこの「明治双六」と言えるでしょう。明るく描かれた絵にはある種の
達成感が感じられます。

このすごろくは傷みがはげしく、折り目の部分に何か所も補修の跡があります。子供たちがこのすご
ろくで明治期の日本の歩みをたどりながら、何度も何度も楽しく遊んだ姿が思い浮かんできます。
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「二十八冊御書付」7
「御書付其外後規要集」 19
（文政6年［1823］）

「遠近方記録方起請文（部分）」（遠用物近世後期1548）
遠近方の歴代記録方就任者による起請文。遠近方は「分限帳」「諸触控」など
家中管理に関する記録を数多く保存していました。

「下村手控」（11政理71）
藩士が綴った職務覚書。
文書保存の重要性を述べた箇所があります。

〇
櫓
と
御
宝
蔵
　―

 

文
書
の
保
存
場
所 ―

城
の
櫓
（
矢
倉
）
は
、
太
平
の
世
が
続
く
と
、
次
第
に

文
書
や
物
品
の
保
存
場
所
と
し
て
用
い
ら
れ
ま
し
た
。
萩

城
の
場
合
、
当
職
所
の
ほ
か
、
上
勘
所
が
南
御
門
櫓
、
上

御
用
所
が
山
中
櫓
、
郡
奉
行
所
が
三
重
櫓
を
文
書
保
存
の

場
所
と
し
て
用
い
て
い
ま
す
。
必
ず
し
も
保
存
環
境
は
良

く
な
か
っ
た
よ
う
で
す
が
。

藩
の
重
要
文
書
は
、
萩
城
本
丸
の
「
御
宝
蔵
（
ご
ほ
う

ぞ
う
）」
で
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。
萩
城
天
守
閣
に
文
書
が

保
存
さ
れ
る
ケ
ー
ス
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

〇「
黄
紙
」の
使
用
　―

 

紙
の
公
私 ―

宝
永
七
年
（
一
七
一
〇
）
四
月
、
藩
は
藩
庁
で
使
う
紙

を
「
黄
紙
（
き
が
み
）」
と
し
ま
し
た
。
紙
の
公
私
を
区
別

す
る
た
め
で
す
。「
黄
紙
」
は
黄
檗
（
き
は
だ
）
を
用
い
て

漉
い
た
黄
色
の
紙
で
す
。

〇
役
人
の
意
識

文
書
の
紛
失
は
処
罰
の
対
象
で
し
た
。
役
人
自
身
も
、

将
来
批
判
を
受
け
ず
、
任
期
中
の
正
当
性
を
証
明
す
る
た

め
、
文
書
は
残
し
て
お
く
べ
き
と
認
識
し
て
い
ま
し
た
。

〇
記
録
作
成
マ
ニ
ュ
ア
ル

寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）、
当
職
所
の
記
録
作
成
マ
ニ
ュ

ア
ル
「
当
職
所
記
録
仕
法
」
が
作
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
記

録
作
成
に
関
す
る
考
え
方
が
よ
く
わ
か
る
内
容
で
す
。

〇「
記
録
方
」と
守
秘
義
務

「
記
録
方
」
は
、
当
職
所
な
ど
一
部
の
役
所
に
置
か
れ
た

文
書
管
理
専
門
の
役
人
で
す
。
日
常
的
な
文
書
管
理
、
文

書
目
録
の
作
成
、
検
索
手
段
の
整
備
、
調
査
業
務
な
ど
を

担
当
し
ま
し
た
。

重
要
文
書
も
扱
う
た
め
、
就
任
に
あ
た
り
、「
守
秘
義
務
」

遵
守
を
誓
約
し
ま
し
た
。
在
職
中
は
も
ち
ろ
ん
、
退
任
後

も
機
密
情
報
は
他
言
し
な
い
こ
と
。
高
い
モ
ラ
ル
が
求
め

ら
れ
ま
し
た
。

当
職
所
記
録
方
は
、
お
も
に
大
組
よ
り
下
に
位
置
す
る

下
級
藩
士
が
就
き
ま
し
た
が
、
の
ち
に
当
職
所
の
右
筆
に

な
っ
た
者
も
い
ま
す
。
閑
職
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

〇
文
書
目
録
と
検
索
手
段
の
作
成

役
所
は
定
期
的
に
文
書
整
理
を
行
い
、
目
録
を
作
成
し

ま
し
た
。
当
職
所
の
場
合
、
最
初
の
整
理
は
享
保
年
間
（
一

八
世
紀
前
期
）。
文
書
は
櫃
に
納
め
、
萩
城
の
櫓
な
ど
で
保

存
し
ま
し
た
。

ま
た
、
記
録
か
ら
必
要
情
報
を
探
し
出
す
た
め
、
検
索

手
段
の
整
備
も
不
可
欠
で
し
た
。
当
職
所
の
場
合
、
一
九

世
紀
前
半
に
「
相
府
年
表
」、「
当
用
諸
記
録
提
要
」
が
作

成
さ
れ
て
い
ま
す
。
担
当
者
は
渡
辺
平
吉
。
記
録
方
な
ど

長
く
記
録
管
理
を
担
当
し
た
藩
士
で
し
た
。

〇
勝
手
に
捨
て
る
な

藩
は
、
役
所
の
記
録
は
す
べ
て
「
御
当
家
」、
す
な
わ
ち

藩
の
も
の
と
言
っ
て
い
ま
す
。
文
書
を
廃
棄
・
反
古
と
す

る
場
合
、
事
前
の
申
請
、
許
可
が
必
要
で
し
た
。

～萩藩の事例から～

当館が所蔵する毛利家文庫と徳山毛利家文庫。この
二つの文書群は、江戸時代の「藩」という組織が、膨
大な文書記録を作成し、それを保存・管理し、長く残し
続けたことを物語ります。
萩藩を例にとり、藩における文書管理、文書保存のあ
り方を紹介します。

「
す
べ
て
い
ず
れ
の
御
役
所
御
控
に
て
も

す
な
わ
ち
御
当
家
の
御
書
物
に
候
条…
」

「
こ
の
た
び
諸
役
所
御
用
紙
、
新
小
杉
・
中
小
杉
と
も
に

黄
紙
に
仰
せ
付
け
ら
れ
候…

」

＊
新
小
杉
・
中
小
杉
：
紙
の
規
格
の
こ
と

萩城天守と南御門櫓（81写真113‐3）

「当用諸記録提要」（59目次91）
各記録の記事の概要を書上げ、その元となる記録名を朱書きで示したものです。
配列は主題別。文政8年（1825）編纂、全18冊。

「当職所記録仕法」（9諸省70）
18世紀後半期、当職所などの文書整理業務を歴任
した柿並市右衛門が作成しました。

藩の文書保存・文書管理
文書記録を残す、伝える
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場
合
、
事
前
の
申
請
、
許
可
が
必
要
で
し
た
。

～萩藩の事例から～

当館が所蔵する毛利家文庫と徳山毛利家文庫。この
二つの文書群は、江戸時代の「藩」という組織が、膨
大な文書記録を作成し、それを保存・管理し、長く残し
続けたことを物語ります。
萩藩を例にとり、藩における文書管理、文書保存のあ
り方を紹介します。

「
す
べ
て
い
ず
れ
の
御
役
所
御
控
に
て
も

す
な
わ
ち
御
当
家
の
御
書
物
に
候
条…

」

「
こ
の
た
び
諸
役
所
御
用
紙
、
新
小
杉
・
中
小
杉
と
も
に

黄
紙
に
仰
せ
付
け
ら
れ
候…

」

＊
新
小
杉
・
中
小
杉
：
紙
の
規
格
の
こ
と

萩城天守と南御門櫓（81写真113‐3）

「当用諸記録提要」（59目次91）
各記録の記事の概要を書上げ、その元となる記録名を朱書きで示したものです。
配列は主題別。文政8年（1825）編纂、全18冊。

「当職所記録仕法」（9諸省70）
18世紀後半期、当職所などの文書整理業務を歴任
した柿並市右衛門が作成しました。

藩の文書保存・文書管理
文書記録を残す、伝える
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当
館
で
は
、
県
内
で
市
町
村
合
併
が
進
ん
だ
平
成
十
六
〜
十
八
年
度
に
、
市
町
村
役
場
文
書

保
存
支
援
事
業
を
行
い
ま
し
た
。
こ
の
う
ち
、
昭
和
二
十
八
年
に
施
行
さ
れ
た
町
村
合
併
推
進

法
に
則
っ
て
行
わ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
昭
和
の
大
合
併
」
以
前
の
市
町
村
役
場
文
書
を
旧
市
町

村
役
場
文
書
と
称
し
て
、
所
在
状
況
確
認
調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。

こ
の
時
の
調
査
か
ら
間
も
な
く
一
五
年
を
迎
え
、
文
書
保
存
場
所
の
中
に
は
庁
舎
の
移
転
や

改
築
な
ど
も
進
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
改
め
て
現
況
を
確
認
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
前
回
の
調
査
と
ま
っ
た
く
状
況
が
変
わ
っ
て
い
な
い
「
懐
か
し
い
」
場
所
も
あ
っ

た
一
方
で
、
書
棚
に
直
に
並
ん
で
い
た
文
書
を
文
書
箱
に
収
納
し
た
り
、
前
回
調
査
後
に
自
力

で
目
録
を
作
成
し
た
り
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
し
た
。
中
に
は
、
防
虫
剤
を
置
く
な
ど
し

て
、
で
き
る
限
り
の
保
存
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ

も
あ
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
今
回
の
調
査
で
新
た

に
文
書
が
発
見
さ
れ
た
場
所
も
あ
り
ま
し
た
。

一
方
で
、
庁
舎
の
移
転
や
、
書
庫
ス
ペ
ー
ス
確

保
を
契
機
と
し
て
、
文
書
を
廃
棄
し
た
ケ
ー
ス
も

見
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
前
回
調
査
後
に
文
書
を

移
動
し
た
結
果
、
現
在
で
は
行
方
が
わ
か
ら
な
く

な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
し
た
。

旧
市
町
村
役
場
文
書
は
、
か
つ
て
の
地
域
の
様

子
を
知
る
手
が
か
り
と
な
る
重
要
な
歴
史
資
料
で

す
。
引
き
続
き
適
切
な
保
存
・
管
理
を
お
願
い
す

る
と
共
に
、
当
館
も
積
極
的
に
支
援
を
進
め
て
い

き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

令
和
二
年
十
月
三
十
日
、
山
口
県
立
山
口
図
書
館
レ
ク
チ
ャ
ー
ル
ー
ム
を
主
会
場
に
、
第
一

一
回
「
歴
史
的
公
文
書
等
の
保
存
活
用
の
た
め
の
連
絡
会
議
」
を
開
催
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、

平
成
二
十
二
年
度
か
ら
年
一
回
、
県
内
市
町
の
文
書
管
理
や
文
化
財
保
護
の
担
当
者
な
ど
を
対

象
と
し
た
当
館
主
催
の
会
議
で
す
。
今
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
に
配
慮
し

な
が
ら
の
開
催
と
な
り
ま
し
た
が
、
十
六
名
の
参
加
者
が
あ
り
ま
し
た
。

今
回
は
、「
実
例
か
ら
考
え
る
歴
史
的
公
文
書
の
評
価
・
選
別
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
、
歴
史

的
公
文
書
の
評
価
・
選
別
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

会
議
の
前
半
は
、
長
門
市
総
務
部
総
務
課
行
政
係
の
安
谷
屋
妙
・
髙
尾
佳
絵
の
両
氏
か
ら
、

「
庁
舎
移
転
の
際
の
文
書
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
と
題
し
て
報
告
い
た
だ
き
ま
し
た
。
令
和
元

年
九
月
の
長
門
市
役
所
庁
舎
移
転
に
あ
た
り
、
保
存
文
書
の
評
価
選
別
と
廃
棄
の
実
践
例
の
報

告
で
し
た
。
経
験
さ
れ
た
方
な
ら
で
は
の
反
省
も
盛
り
込
ま
れ
、
大
変
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。

会
議
の
後
半
は
、
班
別
演
習
を
行
い
ま
し
た
。
演
習

で
は
、
参
加
者
が
作
成
経
験
の
あ
る
保
存
年
限
が「
永
年
」

以
外
の
文
書
名
と
そ
の
内
容
を
事
前
に
提
出
い
た
だ
き
、

そ
れ
ら
を
歴
史
的
公
文
書
と
し
て
保
存
す
べ
き
か
否
か

を
討
論
し
ま
し
た
。
討
論
の
中
で
、
廃
棄
と
考
え
て
い

た
文
書
が
歴
史
的
公
文
書
に
該
当
す
る
こ
と
に
気
付
き

認
識
を
改
め
た
と
か
、
歴
史
的
公
文
書
と
は
何
か
改
め

て
考
え
て
み
た
い
と
い
っ
た
発
言
も
あ
り
ま
し
た
。

今
後
も
市
町
の
方
々
と
連
携
し
て
、
歴
史
的
公
文
書

が
適
切
に
保
存
・
管
理
さ
れ
て
い
く
よ
う
努
め
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

第
11
回

「
明
治
期
山
口
県
布
達
類
」
は
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
か
ら
県
立
山
口
図
書
館
が
開
館

し
た
明
治
三
十
六
年
ま
で
の
布
達
・
県
令
・
県
報
・
月
報
な
ど
で
構
成
さ
れ
る
資
料
群
で
す
。

政
府
か
ら
発
せ
ら
れ
た
各
種
の
法
律
・
法
令
に
基
づ
い
た
県
政
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。
政
府
指
示
の
伝
達
に
と
ど
ま
ら
ず
、
郡
市
町
村
か
ら
の
「
伺
」、
県
庁
担
当

部
署
か
ら
の
「
回
答
・
指
令
」
に
は
、
法
律
・
法
令
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
真
摯
な
姿
勢
を

感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

衛
生
的
な
社
会
の
実
現
は
、
近
代
国
家
に
課
せ
ら
れ
た
重
要
な
課
題
で
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、

布
達
や
県
令
に
よ
る
と
、
天
然
痘
や
コ
レ
ラ
な
ど
の
感
染
症
対
策
と
し
て
注
意
喚
起
が
繰
り
返

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
種
痘
接
種
が
督
促
さ
れ
た
一
方
で
、「
清
潔
に
し
よ
う
」
と
か
「
手
を
洗

お
う
」
な
ど
、「
気
を
つ
け
よ
う
」
の
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
る
も
の
も
多
々
見
ら
れ
ま
す
。
写
真

下
は
、
明
治
二
十
年
八
月
の
県
布
達
。
暴
飲
暴
食
を
さ
け
る
こ
と
、
深
夜
の
飲
食
を
慎
む
こ
と

を
呼
び
か
け
る
布
達
の
末
尾
に
は
、
気
を
つ
け
る
べ
き
食
べ
物
の
数
々
が
掲
げ
ら
て
い
ま
す
。

結
局
、
節
制
と
用
心
が
、
予
防
の
第
一
歩
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

昨
年
政
府
は
、
印
鑑
の
使
用
に
つ
い
て
見
直
す
こ
と
を
決
め
、
一
部
の
書
類
を
除
い
て
押
印

の
廃
止
を
進
め
て
い
ま
す
。
一
時
、「
脱

　ハ
ン
コ
」
と
い
う
言
葉
が
一
人
歩
き
し
て
物
議
を

醸
し
ま
し
た
。

さ
て
、
明
治
初
年
の
こ
と
、
士
族
に
対
し
て
官
公
署
へ
の
願
書
に
実
印
を
用
い
る
よ
う
布
達

が
出
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
当
た
り
前
の
よ
う
に
署
名
の
下
に
「
花
押
」
を
据
え
て
い
た
士

族
た
ち
は
、
違
和
感
を
持
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
士
族
た
ち
は
印
鑑
も
所
持
し
て
い
ま
し
た
。
布
達
以
前
の
願
書
に
印
鑑
の
使
用

例
が
確
認
で
き
ま
す
が
、
そ
こ
に
は
「
幼
少
ニ
付
」
と
記
載
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
成
人
の

士
族
は
「
花
押
」
を
据
え
る
と
い
う
、
伝
統
、
慣
習
、
馴
染
ん
だ
感
覚
と
い
う
も
の
は
、
そ
う

簡
単
に
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
ね
。

「
脱

　ハ
ン
コ
」
も
、
い
ず
れ
社
会
に
定
着
し
て
い
く
の
で
し
ょ
う
か
？

明治期山口県布達類212

令
和
2
年
度
の
資
料
小
展
示
か
ら

脱 

花
押
‼
一
五
〇
年
前
、
明
治
政
府
は
「
ハ
ン
コ
」

（
実
印
・
印
鑑
）
の
使
用
を
求
め
ま
し
た

「
歴
史
的
公
文
書
等
の
保
存
活
用
の

た
め
の
連
絡
会
議
」を
開
催
し
ま
し
た

旧
市
町
村
役
場
文
書
の
保
存

　状
況
を
追
跡
調
査
し
ま
し
た

「
明
治
期
山
口
県
布
達
類
」に
み
る
感
染
症
対
策

気
を
つ
け
る 

ー
節
制
と
用
心
―

「士族中江諸布令諸仕出共控」（大島郡役所文書 82）
明治 6 年（1873）11月、山口県権令中野梧一の布達を大島郡役所が
書き留めたもの。「花押を廃し」とあり、花押には「カキハン」のルビが
付されています。
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当
館
で
は
、
県
内
で
市
町
村
合
併
が
進
ん
だ
平
成
十
六
〜
十
八
年
度
に
、
市
町
村
役
場
文
書

保
存
支
援
事
業
を
行
い
ま
し
た
。
こ
の
う
ち
、
昭
和
二
十
八
年
に
施
行
さ
れ
た
町
村
合
併
推
進

法
に
則
っ
て
行
わ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
昭
和
の
大
合
併
」
以
前
の
市
町
村
役
場
文
書
を
旧
市
町

村
役
場
文
書
と
称
し
て
、
所
在
状
況
確
認
調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。

こ
の
時
の
調
査
か
ら
間
も
な
く
一
五
年
を
迎
え
、
文
書
保
存
場
所
の
中
に
は
庁
舎
の
移
転
や

改
築
な
ど
も
進
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
改
め
て
現
況
を
確
認
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
前
回
の
調
査
と
ま
っ
た
く
状
況
が
変
わ
っ
て
い
な
い
「
懐
か
し
い
」
場
所
も
あ
っ

た
一
方
で
、
書
棚
に
直
に
並
ん
で
い
た
文
書
を
文
書
箱
に
収
納
し
た
り
、
前
回
調
査
後
に
自
力

で
目
録
を
作
成
し
た
り
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
し
た
。
中
に
は
、
防
虫
剤
を
置
く
な
ど
し

て
、
で
き
る
限
り
の
保
存
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ

も
あ
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
今
回
の
調
査
で
新
た

に
文
書
が
発
見
さ
れ
た
場
所
も
あ
り
ま
し
た
。

一
方
で
、
庁
舎
の
移
転
や
、
書
庫
ス
ペ
ー
ス
確

保
を
契
機
と
し
て
、
文
書
を
廃
棄
し
た
ケ
ー
ス
も

見
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
前
回
調
査
後
に
文
書
を

移
動
し
た
結
果
、
現
在
で
は
行
方
が
わ
か
ら
な
く

な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
し
た
。

旧
市
町
村
役
場
文
書
は
、
か
つ
て
の
地
域
の
様

子
を
知
る
手
が
か
り
と
な
る
重
要
な
歴
史
資
料
で

す
。
引
き
続
き
適
切
な
保
存
・
管
理
を
お
願
い
す

る
と
共
に
、
当
館
も
積
極
的
に
支
援
を
進
め
て
い

き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

令
和
二
年
十
月
三
十
日
、
山
口
県
立
山
口
図
書
館
レ
ク
チ
ャ
ー
ル
ー
ム
を
主
会
場
に
、
第
一

一
回
「
歴
史
的
公
文
書
等
の
保
存
活
用
の
た
め
の
連
絡
会
議
」
を
開
催
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、

平
成
二
十
二
年
度
か
ら
年
一
回
、
県
内
市
町
の
文
書
管
理
や
文
化
財
保
護
の
担
当
者
な
ど
を
対

象
と
し
た
当
館
主
催
の
会
議
で
す
。
今
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
に
配
慮
し

な
が
ら
の
開
催
と
な
り
ま
し
た
が
、
十
六
名
の
参
加
者
が
あ
り
ま
し
た
。

今
回
は
、「
実
例
か
ら
考
え
る
歴
史
的
公
文
書
の
評
価
・
選
別
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
、
歴
史

的
公
文
書
の
評
価
・
選
別
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

会
議
の
前
半
は
、
長
門
市
総
務
部
総
務
課
行
政
係
の
安
谷
屋
妙
・
髙
尾
佳
絵
の
両
氏
か
ら
、

「
庁
舎
移
転
の
際
の
文
書
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
と
題
し
て
報
告
い
た
だ
き
ま
し
た
。
令
和
元

年
九
月
の
長
門
市
役
所
庁
舎
移
転
に
あ
た
り
、
保
存
文
書
の
評
価
選
別
と
廃
棄
の
実
践
例
の
報

告
で
し
た
。
経
験
さ
れ
た
方
な
ら
で
は
の
反
省
も
盛
り
込
ま
れ
、
大
変
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。

会
議
の
後
半
は
、
班
別
演
習
を
行
い
ま
し
た
。
演
習

で
は
、
参
加
者
が
作
成
経
験
の
あ
る
保
存
年
限
が「
永
年
」

以
外
の
文
書
名
と
そ
の
内
容
を
事
前
に
提
出
い
た
だ
き
、

そ
れ
ら
を
歴
史
的
公
文
書
と
し
て
保
存
す
べ
き
か
否
か

を
討
論
し
ま
し
た
。
討
論
の
中
で
、
廃
棄
と
考
え
て
い

た
文
書
が
歴
史
的
公
文
書
に
該
当
す
る
こ
と
に
気
付
き

認
識
を
改
め
た
と
か
、
歴
史
的
公
文
書
と
は
何
か
改
め

て
考
え
て
み
た
い
と
い
っ
た
発
言
も
あ
り
ま
し
た
。

今
後
も
市
町
の
方
々
と
連
携
し
て
、
歴
史
的
公
文
書

が
適
切
に
保
存
・
管
理
さ
れ
て
い
く
よ
う
努
め
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

第
11
回

「
明
治
期
山
口
県
布
達
類
」
は
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
か
ら
県
立
山
口
図
書
館
が
開
館

し
た
明
治
三
十
六
年
ま
で
の
布
達
・
県
令
・
県
報
・
月
報
な
ど
で
構
成
さ
れ
る
資
料
群
で
す
。

政
府
か
ら
発
せ
ら
れ
た
各
種
の
法
律
・
法
令
に
基
づ
い
た
県
政
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。
政
府
指
示
の
伝
達
に
と
ど
ま
ら
ず
、
郡
市
町
村
か
ら
の
「
伺
」、
県
庁
担
当

部
署
か
ら
の
「
回
答
・
指
令
」
に
は
、
法
律
・
法
令
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
真
摯
な
姿
勢
を

感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

衛
生
的
な
社
会
の
実
現
は
、
近
代
国
家
に
課
せ
ら
れ
た
重
要
な
課
題
で
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、

布
達
や
県
令
に
よ
る
と
、
天
然
痘
や
コ
レ
ラ
な
ど
の
感
染
症
対
策
と
し
て
注
意
喚
起
が
繰
り
返

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
種
痘
接
種
が
督
促
さ
れ
た
一
方
で
、「
清
潔
に
し
よ
う
」
と
か
「
手
を
洗

お
う
」
な
ど
、「
気
を
つ
け
よ
う
」
の
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
る
も
の
も
多
々
見
ら
れ
ま
す
。
写
真

下
は
、
明
治
二
十
年
八
月
の
県
布
達
。
暴
飲
暴
食
を
さ
け
る
こ
と
、
深
夜
の
飲
食
を
慎
む
こ
と

を
呼
び
か
け
る
布
達
の
末
尾
に
は
、
気
を
つ
け
る
べ
き
食
べ
物
の
数
々
が
掲
げ
ら
て
い
ま
す
。

結
局
、
節
制
と
用
心
が
、
予
防
の
第
一
歩
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

昨
年
政
府
は
、
印
鑑
の
使
用
に
つ
い
て
見
直
す
こ
と
を
決
め
、
一
部
の
書
類
を
除
い
て
押
印

の
廃
止
を
進
め
て
い
ま
す
。
一
時
、「
脱

　ハ
ン
コ
」
と
い
う
言
葉
が
一
人
歩
き
し
て
物
議
を

醸
し
ま
し
た
。

さ
て
、
明
治
初
年
の
こ
と
、
士
族
に
対
し
て
官
公
署
へ
の
願
書
に
実
印
を
用
い
る
よ
う
布
達

が
出
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
当
た
り
前
の
よ
う
に
署
名
の
下
に
「
花
押
」
を
据
え
て
い
た
士

族
た
ち
は
、
違
和
感
を
持
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
士
族
た
ち
は
印
鑑
も
所
持
し
て
い
ま
し
た
。
布
達
以
前
の
願
書
に
印
鑑
の
使
用

例
が
確
認
で
き
ま
す
が
、
そ
こ
に
は
「
幼
少
ニ
付
」
と
記
載
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
成
人
の

士
族
は
「
花
押
」
を
据
え
る
と
い
う
、
伝
統
、
慣
習
、
馴
染
ん
だ
感
覚
と
い
う
も
の
は
、
そ
う

簡
単
に
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
ね
。

「
脱

　ハ
ン
コ
」
も
、
い
ず
れ
社
会
に
定
着
し
て
い
く
の
で
し
ょ
う
か
？

明治期山口県布達類212

令
和
2
年
度
の
資
料
小
展
示
か
ら

脱 
花
押
‼
一
五
〇
年
前
、
明
治
政
府
は
「
ハ
ン
コ
」

（
実
印
・
印
鑑
）
の
使
用
を
求
め
ま
し
た

「
歴
史
的
公
文
書
等
の
保
存
活
用
の

た
め
の
連
絡
会
議
」を
開
催
し
ま
し
た

旧
市
町
村
役
場
文
書
の
保
存

　状
況
を
追
跡
調
査
し
ま
し
た

「
明
治
期
山
口
県
布
達
類
」に
み
る
感
染
症
対
策

気
を
つ
け
る 

ー
節
制
と
用
心
―

「士族中江諸布令諸仕出共控」（大島郡役所文書 82）
明治 6 年（1873）11月、山口県権令中野梧一の布達を大島郡役所が
書き留めたもの。「花押を廃し」とあり、花押には「カキハン」のルビが
付されています。
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今
年
度
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
流
行
に
よ

り
、
一
時
閉
館
や
来
館
制
限
、
イ
ベ
ン
ト
の
中
止
な
ど
、
当

館
の
活
動
・
サ
ー
ビ
ス
が
大
き
く
制
限
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
受
け
、
少
し
で
も
み
な
さ
ん
の
お
役

に
立
て
る
よ
う
、
オ
ン
ラ
イ
ン
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
を
め
ざ
し
、

以
下
の
取
り
組
み
を
お
こ
な
い
ま
し
た
。

■
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
コ
ン
テ
ン
ツ
追
加

①
資
料
画
像N

ew
!

デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
内
に
、
様
々
な
時
代
・
分
野
の
資

料
画
像
を
少
し
ず
つ
掲
載
し
て
い
ま
す
。②

W
e
b
版
小
展
示

資
料
小
展
示
に
お

い
て
展
示
し
た
資
料

の
画
像
・
解
説
等

を
、
会
期
後
、
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
上
で
ご
覧

い
た
だ
け
る
よ
う
に

し
ま
し
た
。

③
W
e
b
古
文
書

例
年
五
月
開
始
の

古
文
書
講
座
は
、
十

月
に
完
全
中
止
が
決

定
し
ま
し
た
。
そ
の

間
お
楽
し
み
い
た
だ
く
も
の
と
し
て
、
あ
る
程
度
文
章
が
読

め
る
方
向
け
に
、
資
料
画
像
と
釈
文
、
解
説
を
定
期
的
に
掲

載
し
ま
し
た
。

■
S
N
S
開
始

よ
り
多
く
の
方
に
当
館
や
県
の
歴
史
・
文
化
へ
の
関
心
を

深
め
て
い
た
だ
く
た
め
、Facebook

お
よ
びTw

itter

を
開

始
し
ま
し
た
。
所
蔵
資
料
や
当
館
の
活
動
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

コ
ン
テ
ン
ツ
の
紹
介
を
中
心
に
投
稿
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、W

eb

古
文
書
で
は
難
し
す
ぎ
る
と
い
う
方
向
け
に
、

一
語
単
位
で
の
く
ず
し
字
解
説
「
ち
ょ
こ
っ
と
く
ず
し
字
」

の
投
稿
も
お
こ
な
い
ま
し
た
。

■
古
文
書
オ
ン
ラ
イ
ン
講
座
の
試
験
的
実
施

来
年
度
以
降
の
イ
ベ
ン
ト
・
講
座
実
施
方
法
を
検
討
す
る

た
め
、
今
年
度
の
古
文
書
講
座
受
講
予
定
者
等
に
御
協
力
を

お
願
い
し
て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
講
座
を
試
験
的
に
実
施
し
、
運

営
方
法
や
資
料
の
見
せ
方
を
テ
ス
ト
す
る
と
共
に
、
基
本
的

な
操
作
の
習
熟
に
努
め
ま
し
た
。

い
ず
れ
も
、
あ
り
が
た
い
御
反
響
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

み
な
さ
ん
の
御
意
見
・
御
感
想
を
も
と
に
、
よ
り
よ
い
サ
ー

ビ
ス
へ
育
て
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
へ
の
対
策
と
し
て
、
当
館

で
は
以
下
の
措
置
を
取
っ
て
い
ま
す
。

①
閲
覧
室
の
利
用
人
数
制
限
：
閲
覧
室
の
利
用
可
能
人
数
を

8
名
ま
で
と
し
、
座
席
を
減
ら
し
た
上
、
対
面
で
着
席
す

る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

②
換
気
：
換
気
機
能
付
き
の
空
調
が
作
動
し
て
い
な
い
時
に

は
窓
を
開
放
し
て
換
気
を
徹
底
し
て
い
ま
す
。

③
消
毒
：
消
毒
液
の
設
置
、
机
や
ロ
ッ
カ
ー
の
拭
き
取
り
の

他
、
ガ
ラ
ス
文
鎮
や
文
房
具
は
カ
ウ
ン
タ
ー
で
管
理
し
、

消
毒
・
洗
浄
を
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
。

④
飛
沫
対
策
：
職
員
だ
け
で
な
く
利
用
者
に
も
マ
ス
ク
の
着

用
を
お
願
い
す
る
と

と
も
に
、
閲
覧
室
カ

ウ
ン
タ
ー
に
ア
ク
リ

ル
板
の
仕
切
り
を
設

置
し
て
い
ま
す
。

な
お
、
今
後
も
、
状

況
に
応
じ
て
来
館
制
限

等
を
お
こ
な
う
場
合
が

あ
り
ま
す
。
御
不
便
を

お
掛
け
し
ま
す
が
、
御

理
解
、
御
協
力
の
ほ
ど

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

さ
ま
ざ
ま
な
オ
ン
ラ
イ
ン

サ
ー
ビ
ス
へ
の
取
り
組
み

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
へ
の
対
応

今
年
度
、
一
三
家
・
一
、
七
七
五
点
の
諸
家
文
書
の
閲
覧

を
開
始
し
ま
し
た
。
そ
の
中
か
ら
三
つ
を
紹
介
し
ま
す
。

■
大
野
毛
利
家
文
書

大
野
毛
利
家
は
、
萩
藩
領
上
関
宰
判
大
野
村
（
現
、
平
生

町
）
を
本
拠
と
し
た
毛
利
氏
の
一
門
（
禄
高
約
八
、
六
一
八

石
）
で
す
。
同
家
は
、
中
世
に
西
石
見
の
有
力
国
人
で
あ
っ

た
吉
見
氏
の
流
れ
を
く
み
ま
す
。
代
々
の
当
主
は
、
加
判

役
・
当
職
・
当
役
な
ど
の
要
職
を
歴
任
し
て
い
ま
す
。

文
書
は
一
部
吉
見
家
伝
来
の
文
書
も
含
ま
れ
て
い
ま
す

が
、
大
部
分
は
大
野
毛
利
家
が
萩
藩
士
（
一
門
）
と
し
て
活

動
し
た
こ
と
に
よ
り
作
成
・
授
受
さ
れ
た
文
書
か
ら
な
っ
て

い
ま
す
。
当
職
就
任
、
知
行
の
安
堵
・
加
増
、
家
督
の
安
堵
、

婚
姻
の
許
可
、
一
字
拝
領
等
に
関
わ
る
文
書
が
中
心
で
す
が
、

給
人
法
な
ど
大
野
毛
利
家
の
家
中
支
配
に
関
わ
る
文
書
も
含

ま
れ
て
い
ま
す
。

■
兄
部
家
文
書

兄
部
（
こ
う
べ
）
家
は
、
家
伝
に
よ
れ
ば
崇
神
天
皇
の
皇

子
で
あ
る
豊
城
入
彦
（
と
よ
き
い
り
ひ
こ
）
を
始
祖
と
し
ま

す
。
同
家
は
、
防
府
天
満
宮
の
社
頭
に
成
立
し
た
相
物
（
塩

物
な
ど
）
の
座
を
統
率
す
る
職
（
兄
部
役
、
相
物
師
等
々
）

を
務
め
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
職
名
を
名
字
と
し
ま
し
た
。

中
世
に
は
、
大
内
氏
や
毛
利
氏
の
庇
護
を
受
け
て
商
権
を
握

り
、
近
世
に
は
、
酒
造
も
手
が
け
て
、
御
吉
例
酒
・
御
用
酒

を
献
上
し
、
ま
た
三
田
尻
往
還
（
山
陽
道
）
に
面
し
た
家
屋

敷
は
、
宮
市
（
現
、
防
府
市
）
の
本
陣
で
し
た
。

文
書
は
、
戦
国
期
以
降
に
毛
利
氏
か
ら
兄
部
役
の
安
堵
、

屋
敷
地
料
の
免
除
な
ど
、
同
家
の
権
益
を
保
証
さ
れ
た
も
の

や
、
由
緒
に
関
わ
る
文
書
群
が
中
心
で
す
。
県
有
形
文
化
財

に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

■
藤
山
一
雄
文
書

藤
山
一
雄
（
一
八
八
九
―
一
九
七
五
）
は
、
山
口
県
玖
珂

郡
神
代
村
平
原
（
現
、
岩
国
市
由
宇
町
神
東
）
出
身
の
知
識

人
・
文
化
人
、
篤
農
家
で
す
。
東
京
帝
国
大
学
法
科
大
学
を

卒
業
後
、
下
関
日
本
基
督
教
会
で
受
洗
し
、
下
関
梅
光
女
学

院
に
勤
務
。
学
内
外
で
精
力
的
に
活
動
し
、
下
関
に
文
化
的

な
痕
跡
を
残
し
ま
し
た
。
そ
の
後
満
鉄
嘱
託
と
な
り
渡
欧
・

渡
米
、
一
九
三
一
年
に
関
東
軍
の
要
請
で
「
満
州
国
独
立
宣

言
」
文
案
を
起
草
し
て
い
ま
す
。
翌
年
か
ら
満
州
国
国
務
院

実
業
部
総
務
司
長
、
国
務
院
恩
賞
局
長
と
し
て
活
動
し
、
一

九
三
九
年
に
は
満
州
国
国
立
中
央
博
物
館
副
館
長
に
就
任
し

て
い
ま
す
。

終
戦
後
帰
郷
し
、
地
元
で
周
東
養
鶏
農
業
協
同
組
合
を
設

立
、
山
口
県
顧
問
、
山
口
県
農
山
漁
村
新
生
運
動
協
会
顧
問

を
務
め
る
傍
ら
、
農
山
漁
村
振
興
対
策
審
議
会
委
員
、
町
村

合
併
調
整
委
員
な
ど
県
の
各
種
公
職
を
歴
任
し
、
農
村
生
活

の
向
上
に
尽
く
し
ま
し
た
。
文
化
人
と
し
て
も
評
価
は
高

く
、
著
書
・
論
文
・
雑
誌
・
新
聞
投
稿
記
事
が
多
数
あ
り
ま

す
。
文
書
は
、
藤
山
が
作
成
、
授
受
、
収
集
し
た
文
書
記
録
、

図
書
、
刊
行
物
、
モ
ノ
資
料
で
構
成
さ
れ
ま
す
。
満
州
国
関

係
の
も
の
が
多
数
残
さ
れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
、「
満
州
国

国
立
中
央
博
物
館
館
長
之
印
」
も
あ
り
ま
す
。

■令和二年度の新収諸家文書

新
収
諸
家
文
書
を

　
　
　
　紹
介
し
ま
す
！

令
和
二
年
度
の

資料画像New!の1画面

「ちょこっとくずし字」

閲覧室カウンター周辺の様子
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№ 文書名 点数 主な文書の年代 文書群の特徴（関連地域、個人・家の歴史、就任役職等）

1 惠良宏収集文書 27 中世～現代 コレクション

2 大野毛利家文書 245 中世～近世 萩藩士（一門）

3 大本氏収集文書（追加） 56 近世～近代 コレクション

4 熊谷家文書（追加） 83 中世～近世 萩藩士（寄組）

5 兄部家文書 74 中世～近世 商家

6 小山家文書（追加） 83 近代～現代 教員／軍人

7 竹中家文書 9 近代～現代 軍人（砲兵）

8 多田穂波収集文書（追加） 138 近世～現代 コレクション

9 内藤家文書（光市） 1 近世 武家

10 波多野家文書（光市） 21 中世～近世 大内氏家臣／勘場医

11 藤山一雄文書 944 近世～現代 満州国官僚／新生運動／知識人／文化人

12 増野家文書（追加） 5 近世～近代 萩藩陪臣（永代家老益田家臣）

13 山根家文書（山口市） 89 中世～近代 桑名藩士／甲州流軍学／図書　



今
年
度
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
流
行
に
よ

り
、
一
時
閉
館
や
来
館
制
限
、
イ
ベ
ン
ト
の
中
止
な
ど
、
当

館
の
活
動
・
サ
ー
ビ
ス
が
大
き
く
制
限
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
受
け
、
少
し
で
も
み
な
さ
ん
の
お
役

に
立
て
る
よ
う
、
オ
ン
ラ
イ
ン
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
を
め
ざ
し
、

以
下
の
取
り
組
み
を
お
こ
な
い
ま
し
た
。

■
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
コ
ン
テ
ン
ツ
追
加

①
資
料
画
像N

ew
!

デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
内
に
、
様
々
な
時
代
・
分
野
の
資

料
画
像
を
少
し
ず
つ
掲
載
し
て
い
ま
す
。②

W
e
b
版
小
展
示

資
料
小
展
示
に
お

い
て
展
示
し
た
資
料

の
画
像
・
解
説
等

を
、
会
期
後
、
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
上
で
ご
覧

い
た
だ
け
る
よ
う
に

し
ま
し
た
。

③
W
e
b
古
文
書

例
年
五
月
開
始
の

古
文
書
講
座
は
、
十

月
に
完
全
中
止
が
決

定
し
ま
し
た
。
そ
の

間
お
楽
し
み
い
た
だ
く
も
の
と
し
て
、
あ
る
程
度
文
章
が
読

め
る
方
向
け
に
、
資
料
画
像
と
釈
文
、
解
説
を
定
期
的
に
掲

載
し
ま
し
た
。

■
S
N
S
開
始

よ
り
多
く
の
方
に
当
館
や
県
の
歴
史
・
文
化
へ
の
関
心
を

深
め
て
い
た
だ
く
た
め
、Facebook

お
よ
びTw

itter

を
開

始
し
ま
し
た
。
所
蔵
資
料
や
当
館
の
活
動
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

コ
ン
テ
ン
ツ
の
紹
介
を
中
心
に
投
稿
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、W

eb

古
文
書
で
は
難
し
す
ぎ
る
と
い
う
方
向
け
に
、

一
語
単
位
で
の
く
ず
し
字
解
説
「
ち
ょ
こ
っ
と
く
ず
し
字
」

の
投
稿
も
お
こ
な
い
ま
し
た
。

■
古
文
書
オ
ン
ラ
イ
ン
講
座
の
試
験
的
実
施

来
年
度
以
降
の
イ
ベ
ン
ト
・
講
座
実
施
方
法
を
検
討
す
る

た
め
、
今
年
度
の
古
文
書
講
座
受
講
予
定
者
等
に
御
協
力
を

お
願
い
し
て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
講
座
を
試
験
的
に
実
施
し
、
運

営
方
法
や
資
料
の
見
せ
方
を
テ
ス
ト
す
る
と
共
に
、
基
本
的

な
操
作
の
習
熟
に
努
め
ま
し
た
。

い
ず
れ
も
、
あ
り
が
た
い
御
反
響
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

み
な
さ
ん
の
御
意
見
・
御
感
想
を
も
と
に
、
よ
り
よ
い
サ
ー

ビ
ス
へ
育
て
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
へ
の
対
策
と
し
て
、
当
館

で
は
以
下
の
措
置
を
取
っ
て
い
ま
す
。

①
閲
覧
室
の
利
用
人
数
制
限
：
閲
覧
室
の
利
用
可
能
人
数
を

8
名
ま
で
と
し
、
座
席
を
減
ら
し
た
上
、
対
面
で
着
席
す

る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

②
換
気
：
換
気
機
能
付
き
の
空
調
が
作
動
し
て
い
な
い
時
に

は
窓
を
開
放
し
て
換
気
を
徹
底
し
て
い
ま
す
。

③
消
毒
：
消
毒
液
の
設
置
、
机
や
ロ
ッ
カ
ー
の
拭
き
取
り
の

他
、
ガ
ラ
ス
文
鎮
や
文
房
具
は
カ
ウ
ン
タ
ー
で
管
理
し
、

消
毒
・
洗
浄
を
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
。

④
飛
沫
対
策
：
職
員
だ
け
で
な
く
利
用
者
に
も
マ
ス
ク
の
着

用
を
お
願
い
す
る
と

と
も
に
、
閲
覧
室
カ

ウ
ン
タ
ー
に
ア
ク
リ

ル
板
の
仕
切
り
を
設

置
し
て
い
ま
す
。

な
お
、
今
後
も
、
状

況
に
応
じ
て
来
館
制
限

等
を
お
こ
な
う
場
合
が

あ
り
ま
す
。
御
不
便
を

お
掛
け
し
ま
す
が
、
御

理
解
、
御
協
力
の
ほ
ど

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

さ
ま
ざ
ま
な
オ
ン
ラ
イ
ン

サ
ー
ビ
ス
へ
の
取
り
組
み

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
へ
の
対
応

今
年
度
、
一
三
家
・
一
、
七
七
五
点
の
諸
家
文
書
の
閲
覧

を
開
始
し
ま
し
た
。
そ
の
中
か
ら
三
つ
を
紹
介
し
ま
す
。

■
大
野
毛
利
家
文
書

大
野
毛
利
家
は
、
萩
藩
領
上
関
宰
判
大
野
村
（
現
、
平
生

町
）
を
本
拠
と
し
た
毛
利
氏
の
一
門
（
禄
高
約
八
、
六
一
八

石
）
で
す
。
同
家
は
、
中
世
に
西
石
見
の
有
力
国
人
で
あ
っ

た
吉
見
氏
の
流
れ
を
く
み
ま
す
。
代
々
の
当
主
は
、
加
判

役
・
当
職
・
当
役
な
ど
の
要
職
を
歴
任
し
て
い
ま
す
。

文
書
は
一
部
吉
見
家
伝
来
の
文
書
も
含
ま
れ
て
い
ま
す

が
、
大
部
分
は
大
野
毛
利
家
が
萩
藩
士
（
一
門
）
と
し
て
活

動
し
た
こ
と
に
よ
り
作
成
・
授
受
さ
れ
た
文
書
か
ら
な
っ
て

い
ま
す
。
当
職
就
任
、
知
行
の
安
堵
・
加
増
、
家
督
の
安
堵
、

婚
姻
の
許
可
、
一
字
拝
領
等
に
関
わ
る
文
書
が
中
心
で
す
が
、

給
人
法
な
ど
大
野
毛
利
家
の
家
中
支
配
に
関
わ
る
文
書
も
含

ま
れ
て
い
ま
す
。

■
兄
部
家
文
書

兄
部
（
こ
う
べ
）
家
は
、
家
伝
に
よ
れ
ば
崇
神
天
皇
の
皇

子
で
あ
る
豊
城
入
彦
（
と
よ
き
い
り
ひ
こ
）
を
始
祖
と
し
ま

す
。
同
家
は
、
防
府
天
満
宮
の
社
頭
に
成
立
し
た
相
物
（
塩

物
な
ど
）
の
座
を
統
率
す
る
職
（
兄
部
役
、
相
物
師
等
々
）

を
務
め
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
職
名
を
名
字
と
し
ま
し
た
。

中
世
に
は
、
大
内
氏
や
毛
利
氏
の
庇
護
を
受
け
て
商
権
を
握

り
、
近
世
に
は
、
酒
造
も
手
が
け
て
、
御
吉
例
酒
・
御
用
酒

を
献
上
し
、
ま
た
三
田
尻
往
還
（
山
陽
道
）
に
面
し
た
家
屋

敷
は
、
宮
市
（
現
、
防
府
市
）
の
本
陣
で
し
た
。

文
書
は
、
戦
国
期
以
降
に
毛
利
氏
か
ら
兄
部
役
の
安
堵
、

屋
敷
地
料
の
免
除
な
ど
、
同
家
の
権
益
を
保
証
さ
れ
た
も
の

や
、
由
緒
に
関
わ
る
文
書
群
が
中
心
で
す
。
県
有
形
文
化
財

に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

■
藤
山
一
雄
文
書

藤
山
一
雄
（
一
八
八
九
―
一
九
七
五
）
は
、
山
口
県
玖
珂

郡
神
代
村
平
原
（
現
、
岩
国
市
由
宇
町
神
東
）
出
身
の
知
識

人
・
文
化
人
、
篤
農
家
で
す
。
東
京
帝
国
大
学
法
科
大
学
を

卒
業
後
、
下
関
日
本
基
督
教
会
で
受
洗
し
、
下
関
梅
光
女
学

院
に
勤
務
。
学
内
外
で
精
力
的
に
活
動
し
、
下
関
に
文
化
的

な
痕
跡
を
残
し
ま
し
た
。
そ
の
後
満
鉄
嘱
託
と
な
り
渡
欧
・

渡
米
、
一
九
三
一
年
に
関
東
軍
の
要
請
で
「
満
州
国
独
立
宣

言
」
文
案
を
起
草
し
て
い
ま
す
。
翌
年
か
ら
満
州
国
国
務
院

実
業
部
総
務
司
長
、
国
務
院
恩
賞
局
長
と
し
て
活
動
し
、
一

九
三
九
年
に
は
満
州
国
国
立
中
央
博
物
館
副
館
長
に
就
任
し

て
い
ま
す
。

終
戦
後
帰
郷
し
、
地
元
で
周
東
養
鶏
農
業
協
同
組
合
を
設

立
、
山
口
県
顧
問
、
山
口
県
農
山
漁
村
新
生
運
動
協
会
顧
問

を
務
め
る
傍
ら
、
農
山
漁
村
振
興
対
策
審
議
会
委
員
、
町
村

合
併
調
整
委
員
な
ど
県
の
各
種
公
職
を
歴
任
し
、
農
村
生
活

の
向
上
に
尽
く
し
ま
し
た
。
文
化
人
と
し
て
も
評
価
は
高

く
、
著
書
・
論
文
・
雑
誌
・
新
聞
投
稿
記
事
が
多
数
あ
り
ま

す
。
文
書
は
、
藤
山
が
作
成
、
授
受
、
収
集
し
た
文
書
記
録
、

図
書
、
刊
行
物
、
モ
ノ
資
料
で
構
成
さ
れ
ま
す
。
満
州
国
関

係
の
も
の
が
多
数
残
さ
れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
、「
満
州
国

国
立
中
央
博
物
館
館
長
之
印
」
も
あ
り
ま
す
。

■令和二年度の新収諸家文書

新
収
諸
家
文
書
を

　
　
　
　紹
介
し
ま
す
！

令
和
二
年
度
の

資料画像New!の1画面

「ちょこっとくずし字」

閲覧室カウンター周辺の様子
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史料紹介

■「すごろく」でたどる明治期の日本
さいころを振ってコマを進め、上がりを目指す「す

ごろく」は、かつて子供たちの遊びの定番でした。
色鮮やかに印刷されたものも多く、見るからに楽し
げです。ゴールには子供たちの夢やあこがれとなる
ものが描かれ、取り上げられた内容は作成された
時代をよく反映しています。当館所蔵の「明治双六」

（河崎家文書1373）を紹介しましょう。
このすごろくでは、明治元年（1868）の王政復

古を振り出しに、1年ずつコマを進め、明治36年の
第５回内国勧業博覧会を目指します。各年毎にそ
の年を象徴する出来事や文物が描かれており、当
時の人々が明治期の日本の歩みをどのように捉え、
感じていたかを見て取ることができます。途中に何
度かある「休み」の回には、明治29年の三陸大
津波など自然災害や大事件などの年があてられてい
ます。

明治35年11月に大阪で発行され、また、上がり
が明治36年の内国勧業博覧会となっていることか
ら、大阪市天王寺で開かれた第５回内国勧業博覧
会に合わせて作成されたと考えられます。

この博覧会は、様 な々パビリオンでの展示に加え
て、「ウォーターシュート（大すべり台）」やエレベー
ター付きのタワー、夜間 のイルミネーションなどエ
ンターテインメントが充実していたため、入場者が
過去最高の435 万人余りに達する大博覧会となりま
した。

明治時代、日本は殖産興業・富国強兵をスローガンに、近代化を強力に推し進めていきます。そうし
た明治期の日本の姿をすごろくに見立て、その一つの到達点としての「内国勧業博覧」＝「上がり」にい
たる足取りを視覚的に描いたのがこの「明治双六」と言えるでしょう。明るく描かれた絵にはある種の
達成感が感じられます。

このすごろくは傷みがはげしく、折り目の部分に何か所も補修の跡があります。子供たちがこのすご
ろくで明治期の日本の歩みをたどりながら、何度も何度も楽しく遊んだ姿が思い浮かんできます。
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